


別紙  

 

観光圏整備実施計画認定に当たっての条件（「海風の国」佐世保・小値賀観光圏） 

 

 認定観光圏整備事業者は、認定観光圏整備実施計画（以下「認定実施計画」とい

う。）に掲げる観光圏整備事業（以下「個別事業」という。）を実施するにあたり、以下の

条件を遵守すること。 

 なお、以下の条件を遵守せずに個別事業を実施していると認められる場合は、観光

圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（以下「法」という。）第８

条第３項による認定基準に適合していないものとして、法第８条第８項に基づく認定の

取消しの対象となることを申し添える。 

 

（１） 認定実施計画に掲げる個別事業の実施状況については、認定観光圏整備事業

者が事業の遂行管理をし、毎年度終了後、５月末までに認定実施計画の目標達成

状況、個別事業の実施状況・結果等を記載した「認定観光圏整備実施計画実施状

況報告書」を共同で観光庁長官あて、報告すること。 

 

 










